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営業外収益（受取保険金）の計上に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年９月期（2025 年 10 月 1 日～2026 年９月 30 日）において、下記のとおり営業外収益（受取保険

金）を計上する見込みとなりましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 営業外収益の計上について 

当社は、2022年９月 20日付「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知らせしております 2022

年８月５日に提訴された損害賠償請求事件（証券訴訟）において要した弁護士費用等に係る保険金として、

2026年４月 24日に受領した 25百万円を受取保険金として営業外収益に計上する予定となりました。                                

 

２． 業績に与える影響 

本件が 2026年９月期の業績に与える影響につきましては現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた

場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

（ご参考） 

2025年 11月 20日付「営業外収益（受取保険金）の計上に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、2025

年 10月 30日には同訴訟に関連する保険金として 81百万円を受領し、営業外収益として計上しております。 

 

以 上 
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